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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 朝霞市選挙管理委員会臨時会 

開 催 日 時 

令和５年１０月３０日（月） 

午前１０時００分から 

午前１０時２９分まで 

開 催 場 所 朝霞市役所 別館５階 ５０２会議室 

出 席 者 別紙のとおり 

会 議 内 容 

 

別紙のとおり 

 

会 議 資 料 別紙のとおり  

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 委員全員による確認 

そ の 他 の

必 要 事 項 
傍聴者 ０人 
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朝霞市選挙管理委員会臨時会 

令 和 ５ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日 （ 月 ） 

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 か ら 

午 前 １ ０ 時 ２ ９ 分 ま で 

朝 霞 市 役 所  別 館 ５ 階  ５ ０ ２ 会 議 室 

 

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 会議録署名委員の指名 

４ 議題 

   朝霞市議会議員一般選挙関係 

議案第６３号 選挙長の選任について 

議案第６４号 選挙長の職務代理者の選任について 

議案第６５号 投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について 

議案第６６号 期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について 

議案第６７号 開票の事務を選挙会の事務に併せて行うことの決定について 

議案第６８号 選挙会の日時及び場所の決定について 

議案第６９号 投票所における候補者指名等掲示の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場

所の決定について 

議案第７０号 立候補届出の受付場所及び受付順序の決定方法について 

議案第７１号 告示日以前における不在者投票用紙等の郵送開始期日の決定について 

議案第７２号 啓発宣伝計画の決定について 

議案第７３号 ポスター掲示場設置の場所の決定について 

議案第７４号 ポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる期日の決定について 

議案第７５号 選挙公報の様式を定めることについて 

議案第７６号 選挙公報の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定について 

 在外選挙人関係 

議案第７７号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

５ その他 

６ 閉会 
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出席委員（４人） 

  委   員   長 細 田 昭 司 

  委 員 長 代 理 加 藤 洋 子 

  委       員 金 子 智恵子 

  委       員 藤 井 尚 夫 

────────────────────────────────────────────────── 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局長 堤 田 俊 雄 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局主幹兼局次長 河 本 幸 雄 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局選挙係長 佐 藤   真 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局選挙係主査 三 井 正 規 

 

資料一覧 

・議案第６３号 選挙長の選任について 

・議案第６４号 選挙長の職務代理者の選任について 

・議案第６５号 投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について 

・議案第６６号 期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について 

・議案第６７号 開票の事務を選挙会の事務に併せて行うことの決定について 

・議案第６８号 選挙会の日時及び場所の決定について 

・議案第６９号 投票所における候補者指名等掲示の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び

場所の決定について 

・議案第７０号 立候補届出の受付場所及び受付順序の決定方法について 

・議案第７１号 告示日以前における不在者投票用紙等の郵送開始期日の決定について 

・議案第７２号 啓発宣伝計画の決定について 

・朝霞市議会議員一般選挙における臨時啓発について 

・朝霞市議会議員一般選挙における街頭啓発について 

・議案第７３号 ポスター掲示場設置の場所の決定について 

・議案第７４号 ポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる期日の決定について 

・議案第７５号 選挙公報の様式を定めることについて 

・議案第７６号 選挙公報の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定について 

・議案第７７号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

・在外選挙人名簿抹消者一覧表 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

◎１ 開会 

◎２ 委員長あいさつ 

○細田委員長 

おはようございます。ただいまから、朝霞市選挙管理委員会臨時会を開きます。 

臨時会に御参集いただきまして、誠にありがとうございます。 

１２月３日に行われる朝霞市議会議員一般選挙に向けての関係議案でございますので、慎重なる

ご審議をお願い申し上げたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

◎３ 会議録署名委員の指名 

○細田委員長 

それでは、日程に従いまして進めさせていただきます。 

日程３、「会議録署名委員の指名」でございます。朝霞市選挙管理委員会規程第１８条第２項によ

りまして、金子委員、お願いいたします。 

 

◎４ 議題 朝霞市議会議員一般選挙関係 

○細田委員長議案第６３号 選挙長の選任について 

 

次に、「議案第６３号 選挙長の選任について」を議題といたします。 

本議案は、私の一身上に関することでございますので、私は退席させていただいて、加藤委員長

代理に議事をお願いしたいと存じます。 

（細田委員長退席） 

○加藤委員長代理 

おはようございます。加藤です。 

しばらくの間、委員長の職務を行いますので、それでは議案第６３号について、事務局の説明を

求めます。 

○事務局・佐藤係長 

議案第６３号 選挙長の選任について。 

令和５年１２月３日執行の朝霞市議会一般選挙における選挙長を次のとおり選任することについ

て議決を求める。 
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令和５年１０月３０日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

選挙長として、細田委員長を選任するものでございます。 

以上になります。 

○加藤委員長代理 

ただいま説明がありましたが、何か質疑ございますでしょうか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

それでは採決いたします。 

議案第６３号については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（異議なし、の声） 

異議なしと認めます。 

委員長席を委員長と交代いたしますので、よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

（細田委員長着席） 

○細田委員長 

どうもありがとうございました。 

 

◎４ 議題 朝霞市議会議員一般選挙関係 

議案第６４号 選挙長の職務代理者の選任について 

○細田委員長 

次に、「議案第６４号 選挙長の職務代理者の選任について」を議題といたします。 

本議案は、加藤委員の一身上に関することでございますので、暫時、加藤委員長代理の退席を求

めます。 

（加藤委員退席） 

それでは、御説明をお願い申し上げます。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第６４号 選挙長の職務代理者の選任について。 

令和５年１２月３日執行の朝霞市議会議員一般選挙における選挙長に事故があり、又は欠けた場

合、その職務を代理すべき者を次のとおり選任することについて議決を求める。 

令和５年１０月３０日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

職務代理者として、加藤委員長代理を選任する議案でございます。 



- 6 - 

 

以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第６４号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第６４号は、原案のとおり承認されました。 

（加藤委員着席） 

 

◎４ 議題 朝霞市議会議員一般選挙関係 

議案第６５号 投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について 

○細田委員長 

次に、「議案第６５号 投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について」を議題といたし

ます。 

御説明をお願いします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第６５号、投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について。 

令和５年１２月３日執行の朝霞市議会議員一般選挙における投票所の投票管理者及び投票管理者

に事故があり、又は欠けた場合、その職務を代理すべき者を別紙のとおり選任することについて議

決を求める。 

令和５年１０月３０日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

１枚おめくりください。 

第１投票区から第２３投票区までの投票管理者、また、その職務代理者を示してございます。 

以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 
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何か御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより、採決いたします。 

議案第６５号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第６５号は、原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 朝霞市議会議員一般選挙関係 

議案第６６号 期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について 

○細田委員長 

次に、「議案第６６号 期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について」を議題と

いたします。 

説明をお願いいたします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第６６号、期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について。 

令和５年１２月３日執行の朝霞市議会議員一般選挙における期日前投票所の投票管理者及び投票

管理者に事故があり、又は欠けた場合、その職務を代理すべき者を別紙のとおり選任することにつ

いて議決を求める。 

令和５年１０月３０日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

１枚おめくりください。 

別紙を付けてございまして、上段が市役所、下段が朝霞台出張所でございまして、投票管理者、

それから職務代理者を選任してございます。 

以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 
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これより採決いたします。 

議案第６６号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第６６号は、原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 朝霞市議会議員一般選挙関係 

議案第６７号 開票の事務を選挙会の事務に併せて行うことの決定について 

○細田委員長 

次に、「議案第６７号 開票の事務を選挙会の事務に併せて行うことの決定について」を議題とい

たします。 

説明をお願いいたします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第６７号 開票の事務を選挙会の事務に併せて行うことの決定について。 

令和５年１２月３日執行の朝霞市議会議員一般選挙における開票の事務は、公職選挙法第７９条

第１項の規定に基づき選挙会場において選挙会の事務に併せて行うことについて議決を求める。 

令和５年１０月３０日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第６７号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第６７号は、原案のとおり承認されました。 
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◎４ 議題 朝霞市議会議員一般選挙関係 

議案第６８号 選挙会の日時及び場所の決定について  

○細田委員長 

次に、「議案第６８号 選挙会の日時及び場所の決定について」を議題といたします。 

説明をお願いいたします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第６８号 選挙会の日時及び場所の決定について。 

令和５年１２月３日執行の朝霞市議会議員一般選挙における選挙会の日時及び場所を次のとおり

定めることについて議決を求める。 

令和５年１０月３０日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

日時、令和５年１２月３日、午後９時。場所、朝霞市総合体育館。 

以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第６８号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第６８号は、原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 朝霞市議会議員一般選挙関係 

議案第６９号 投票所における候補者氏名等掲示の掲載の順序を定めるくじを行う日時

及び場所の決定について 

○細田委員長 

次に、「議議案第６９号 投票所における候補者氏名等掲示の掲載の順序を定めるくじを行う日時

及び場所の決定について」を議題といたします。 

御説明お願いします。 
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○事務局・佐藤係長 

議案第６９号 投票所における候補者氏名等掲示の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所

の決定について。 

令和５年１２月３日執行の朝霞市議会議員一般選挙において、公職選挙法第１７５条第１項の規

定に基づき行う候補者の氏名等の掲示につき、同条第３項本文の規定に基づき行うくじの日時及び

場所を次のとおり定めることについて議決を求める。 

令和５年１０月３０日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

日時、令和５年１１月２６日、午後５時３０分。場所、朝霞市役所内。 

以上となります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

それでは採決いたします。 

議案第６９号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第６９号は、原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 埼玉県知事選挙関係 

議案第７０号 立候補届出の受付場所及び受付順序の決定方法について  

○細田委員長 

次に、「議案第７０号 立候補届出の受付場所及び受付順序の決定方法について」を議題といたし

ます。 

説明をお願いします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第７０号 立候補届出の受付場所及び受付順序の決定方法について。 

令和５年１２月３日執行の朝霞市議会議員一般選挙における立候補届出の受付場所及び受付順序

の決定方法を次のとおり定めることについて議決を求める。 

令和５年１０月３０日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 
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受付場所、朝霞市役所大会議室、受付順序の決定方法。 

受付当日午前８時３０分までに受付場所に到着している者については、くじで受付順序を決定

し、午前８時３０分を過ぎた後に受付場所に到着した者については、到着順に受付をする。前記の

くじは、まず、くじを引く順序を定めるくじを行い、次に受付順序を決定するくじを行う。以上に

なります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第７０号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第７０号は、原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 朝霞市議会議員一般選挙関係 

議案第７１号 告示日以前における不在者投票用紙等の郵送開始期日の決定に

ついて 

○細田委員長 

次に、「議案第７１号 告示日以前における不在者投票用紙等の郵送開始期日の決定について」を

議題といたします。 

御説明をお願いします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第７１号 告示日以前における不在者投票用紙等の郵送開始期日の決定について。 

令和５年１２月３日執行の朝霞市議会議員一般選挙における公職選挙法施行令第５３条第１項、

第５９条の４第４項及び第５９条の５の４第７項の選挙管理委員会の定める日は、告示日前２日

（１１月２４日）とすることについて議決を求める。 

令和５年１０月３０日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

以上になります。 
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○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第７１号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第７１号は、原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 朝霞市議会議員一般選挙関係 

議案第７２号 啓発宣伝計画の決定について 

○細田委員長 

次に、「議案第７２号 啓発宣伝計画の決定について」を議題といたします。 

御説明お願いいたします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第７２号 啓発宣伝計画の決定について。 

令和５年１２月３日執行の朝霞市議会議員一般選挙における啓発宣伝計画を別紙のとおり定める

ことについて議決を求める。 

令和５年１０月３０日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

１枚おめくりください。 

今回の臨時啓発について記載してございます。まず、掲示物でございますが、１番の懸垂幕を２

張、市役所庁舎と産業文化センターに掲示いたします。それから２番の横断幕でございますが、６

張、朝霞駅、北朝霞駅周辺を中心に設置します。３番ののぼり旗でございますが、市内公共施設に

９０本掲示する予定でございます。４番のＡ４ポスター、こちらにつきましても、市役所、公共施

設で掲示する予定でございます。５番の電光掲示場につきましては、掲示する予定でございます。

１枚おめくりいただきまして、選挙公報でございますが、選挙公報の受付が立候補の受付の日まで

でございまして、全ての方から出てきた後に載せますので、１１月２７日月曜日を予定してござい

ます。また市内の各戸配布につきましては、１１月２７日月曜日から３０日木曜日までの間で配布

予定でございます。それから２番の市広報誌、ホームページ、ツイッター、メール配信を実施する
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予定でございます。それからナナコライブリーＦＭ、そちらについても知事選と同様にお願いする

予定でございます。また口頭宣伝といたしまして、広報車による啓発を行う予定でございます。そ

れから防災無線による広報も予定しております。もう１枚おめくりいただきまして、街頭啓発でご

ざいます。今回はポケットティッシュを予定してございまして、配布数としては１万戸を予定して

ございます。駅前街頭啓発それから支部別街頭啓発、それから保育園、市立高校に配布予定でござ

います。それから駅前街頭啓発につきましては、１１月３０日木曜日の日午後６時からの予定でご

ざいます。１１月３０日は午後５時半から選挙管理委員会を行う予定でございますので、その後、

街頭啓発に合流する予定でございます。それから支部別の計画については下段に載せてございま

す。以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か質疑ございますか。 

よろしいですか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第７２号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第７２号は、原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 朝霞市議会議員一般選挙関係 

議案第７３号 ポスタ－掲示場設置の場所の決定について  

○細田委員長 

次に、「議案第７３号 ポスタ－掲示場設置の場所の決定について」を議題といたします。 

説明お願いいたします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第７３号 ポスタ－掲示場設置の場所の決定について。 

令和５年１２月３日執行の朝霞市議会議員一般選挙における朝霞市の議会の議員及び長の選挙に

おけるポスター掲示場の設置に関する条例第１条の規定によるポスター掲示場を別紙のとおり設置

することについて議決を求める。 
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令和５年１０月３０日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

１枚おめくりください。今回のポスター掲示場を設置する場所が記載されております。 

以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第７３号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第７３号は、原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 朝霞市議会議員一般選挙関係 

議案第７４号 ポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる期日の決定について 

 

○細田委員長 

次に、「議案第７４号 ポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる期日の決定について」を議

題といたします。 

御説明お願いいたします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第７４号 ポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる期日の決定について。 

令和５年１２月３日執行の朝霞市議会議員一般選挙において、公職選挙法第１４４条の２第１０

項において準用する同条第５項の規定により候補者がポスター掲示場にポスターの掲示を開始でき

る期日は、１１月２６日とすることについて議決を求める。 

令和５年１０月３０日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 
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何か御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第７４号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第７４号は、原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 朝霞市議会議員一般選挙関係 

議案第７５号 選挙公報の様式を定めることについて  

○細田委員長 

次に、「議案第７５号 選挙公報の様式を定めることについて」を議題といたします。 

説明をお願いします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第７５号 選挙公報の様式を定めることについて。 

令和５年１２月３日執行の朝霞市議会議員一般選挙において、朝霞市選挙公報発行規程第８条の

規定に基づき選挙公報の様式を別紙のとおり定めることについて議決を求める。 

令和５年１０月３０日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

今回の選挙公報の様式でございます。もう１枚おめくりいただきますと、数字が入っているもの

がございます。こちらは先ほどのくじの議案でございましたが、一番のくじの方が一番の欄で順番

に１２３４となってございます。説明会で３９人来ていますので、６ページを予定してございま

す。以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございます。 

何か御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第７５号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 
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（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第７５号は、原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 朝霞市議会議員一般選挙関係 

議案第７６号 選挙公報の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定について 

○細田委員長 

次に、「議案第７６号 選挙公報の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定について」

を議題といたします。 

説明をお願いいたします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第７６号 選挙公報の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定について。 

令和５年１２月３日執行の朝霞市議会議員一般選挙につき発行する選挙公報の掲載の順序を定め

るくじの日時及び場所を次のとおり定めることについて議決を求める。 

令和５年１０月３０日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

日時、令和５年１１月２６日。午後５時３０分、場所、朝霞市役所内。 

以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。 

質疑なければ、質疑を終結いたします。 

それでは、議案第７６号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第７６号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎４ 議題 在外選挙人関係 

議案第７７号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

○細田委員長 

次に、在外選挙人関係でございます。 



- 17 - 

 

「議案第７７号 在外選挙人名簿から抹消することについて」を議題といたします。 

説明をお願いします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第７７号、在外選挙人名簿から抹消することについて。 

次の者は、公職選挙法第３０条の１１に該当するので、在外選挙人名簿から抹消することについ

て議決を求める。 

令和５年１０月３０日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

男、３人。女、０人。計３人となってございます。 

１枚おめくりください。今回の該当者を載せてございます。 

さらに、もう１枚おめくりいただきますと、今回の在外選挙人名簿の登録者数でございますが、

男性が３人減りまして、男性４７人、女性５１人で、合計９８人となってございます。 

一番下のところに、９月１日定時登録時点の近隣市の状況について載せてございます。 

以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第７７号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第７７号は、原案のとおり承認されました。 

それでは、日程４の「議題」は終了させていただきます。 

 

◎５ その他 

○細田委員長 

次に、日程第５「その他」でございます。 

この際、委員の方から、何かございますか。 
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○藤井委員 

  今回辞める議員は議員バッジを返すわけですよね。なんか紛失したりして朝霞市の議員バッジは

一個いくらくらいするのでしょうか。新聞を賑わしているのでね。 

○細田委員長 

  議会事務局が所管しているので、議会事務局に確認するしかないですね。あれは貸与品だよな。 

 事務局、分かる範囲で説明してください。 

○佐藤係長 

  朝霞市ではですね、報道のあるような純金を使ったものではございませんので、高価なものって

いうわけではなくて、一応お返しいただくっていうことなんですが、中には引退される方とかは記

念にお持ち帰りになる方もいらっしゃいます。ただ、貸与品なので、お返しいただくということに

なっております。以上でございます。 

○細田委員長 

  他に何かございますか。 

○金子委員 

  議案第６６号の職務代理者ですが、職務代理者は市役所の職員ですよね。一番上の方は山梨県か

らいらっしゃるんですか。 

○佐藤係長 

  はい。職員の居住地ですのでそのように伺っております。 

○金子委員 

  その方は朝、山梨県から通っていらっしゃるんですか。お時間がかかりますよね。市役所まで

ね。 

○細田委員長 

  現状は交通費を出して通っていると思うんですけど。交通費は全額出て、上限はいくらだったか

分かりませんが。 

○佐藤係長 

  上限は５万円くらいだったと思いますので、普通電車分のみになります。 

○金子委員 

  大変ですね。わかりました。 

○細田委員長 

  他になにかございますか。 

では、事務局の方から、何かございますか。 
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○佐藤係長  

  とくにございません。 

 

◎６ 閉会 

○細田委員長 

ほかに、ないようでございますので、以上をもちまして、朝霞市選挙管理委員会定例会を閉会い

たします。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

           委員長                       

 

           委 員                       

 

 

  


